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経済安全保障に係る税関の取組みについて 

 

平素より税関行政にご協力いただきありがとうございます。 

関税局・税関では経済安全保障上の脅威の高まりを受け、不正輸出の水際取締りの

ため、厳格な審査や貨物確認を行っております。 

また、皆様の周りにおいて不正輸出の可能性にお気づきになりましたら、最寄りの

税関まで情報提供をお願いいたします。 

具体的な内容については、税関ホームページに掲載していますので、貴会会員にそ

の旨周知をお願いいたします。 

 

○税関ホームページ 

・経済安全保障 

https://www.customs.go.jp/shiryo/keizaianpo.html 

【本件に関する問合せ先】 

業務部特別審査官 

電話：０５０－３５３０－８３６４ 



税関では経済安全保障上の脅威の高まりを受け、

不正輸出防止のための水際取締りとして、厳格な

審査や貨物確認を行っています。

不正輸出防止のための水際取締りのイメージ

軍事転用工作機械等を政府の許可なく輸出

大量破壊兵器等
開発国

税関による
審査・貨物確認

日本国内

 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制に該当する貨物は、
経済産業大臣の輸出許可の取得等を税関で確認しています。

 輸出規制非該当として申告する貨物でも、申告内容等に基づき、
規制該非について厳格な審査や貨物確認を行うことがあります。

 輸出申告の適正性を確認するために輸出者等への事後調査を
行っています。
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